
2023年度 処分公表 

１ 処分対象者 
  本協会元理事 

2 処分の内容 
令和６年５⽉２２⽇まで本協会の登録者としての資格停⽌ 

（倫理規程第５条第１項（３）③） 

３ 処分決定の⽇（理事会決定の⽇） 
  令和５年１０⽉３１⽇ 

４ 処分の理由 
  本協会倫理規程第４条第１項①「他者に対する暴⼒、暴⾔、差別的⾔動、いじめ、強要

⼜はパワー・ハラスメント等の粗暴⾏為」 

５ 事案の概要 
・所属選⼿に対する不適切⾏為
・所属選⼿複数名に対する暴⼒
・所属選⼿複数名に対する精神的苦痛を与える暴⾔


